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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
五
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

葛
飾
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
区
画
街
路
葛
飾

区
画
街
路
第
六
号
線

三

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
十
二
月
九
日
か
ら
令
和
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

葛
飾
区
四
つ
木
一
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
六
十
号

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
四
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支

援
法
人
（
以
下
「
支
援
法
人
」
と
い
う
。
）
の
指
定
を
し
た
の
で
、

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

支
援
法
人
の
名
称

Ｉ
Ｇ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｈ
Ｉ
株
式
会
社

二

支
援
法
人
の
住
所

新
宿
区
高
田
馬
場
一
丁
目
三
十
二
番

十
号

三

支
援
業
務
を
行
う
事
務

所
の
所
在
地

新
宿
区
高
田
馬
場
一
丁
目
三
十
二
番

十
号

町
田
市
中
町
一
丁
目
二
番
五
号

四

指
定
年
月
日

令
和
四
年
十
一
月
二
十
八
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
六
十
一
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第

六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
七

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

商
号

株
式
会
社
Ｍ
Ｈ
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

羽
深

剛
士

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

東
京
都
世
田
谷
区
玉
川
田
園
調
布
二
丁
目
五

番
七
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑴
第
一
〇
五
二
四
七
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
二
年
九
月
十
一
日

二

処
分
年
月
日

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日

三

処
分
内
容

業
務
の
全
部
の
停
止
十
五
日
間
（
令
和
四
年
十
二

月
十
五
日
か
ら
同
月
二
十
九
日
ま
で
）

四

適
用
条
項

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
四
号

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
六
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。



令和4年12月9日（金曜日）東 京 都 公 報（第17717号） ２

令
和
四
年
十
二
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
墨
田
区
東
向
島

二
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
及
び
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ

チ
レ
ン
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◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
六
十
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十

二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
豊
島
区
の
児
童
自
立
支
援

施
設
に
係
る
事
務
を
次
の
規
約
に
よ
り
受
託
す
る
の
で
、
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

豊
島
区
の
児
童
自
立
支
援
施
設
に
係
る
事
務
の
委
託

に
関
す
る
規
約

（
委
託
事
務
の
範
囲
）

第
一
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二

百
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
豊
島
区
（
以
下

「
甲
」
と
い
う
。
）
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

百
六
十
四
号
）
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
児
童
自
立
支
援
施
設
に

係
る
事
務
（
以
下
「
委
託
事
務
」
と
い
う
。
）
の
管
理
及
び
執
行

を
東
京
都
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
に
委
託
す
る
。

（
管
理
及
び
執
行
の
方
法
）

第
二
条

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
は
、
乙
の
条
例
及

び
規
則
そ
の
他
の
規
程
（
以
下
「
条
例
等
」
と
い
う
。
）
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
経
費
の
負
担
）

第
三
条

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
要
す
る
経
費
は
、
甲
の
負

担
と
す
る
。

２

前
項
の
経
費
の
額
及
び
交
付
の
時
期
は
、
甲
と
乙
と
が
協
議
し

て
定
め
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
乙
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
託
事

務
の
管
理
及
び
執
行
に
要
す
る
経
費
の
見
積
り
に
関
す
る
書
類
を

甲
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
収
入
の
帰
属
）

第
四
条

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
使
用
料
及
び
手
数
料

並
び
に
財
産
収
入
及
び
諸
収
入
は
、
全
て
乙
の
収
入
と
す
る
。

（
収
入
及
び
支
出
の
経
理
）

第
五
条

乙
は
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
収
入
及
び
支

出
に
つ
い
て
経
理
を
明
確
に
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

（
収
入
及
び
支
出
の
精
算
）

第
六
条

乙
は
、
毎
年
度
終
了
後
、
速
や
か
に
委
託
事
務
に
係
る
収

入
及
び
支
出
の
精
算
を
行
い
、
そ
の
明
細
を
甲
に
通
知
す
る
。

（
条
例
等
の
制
定
又
は
改
廃
の
場
合
の
措
置
）

第
七
条

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
乙
の

条
例
等
が
制
定
さ
れ
、
若
し
く
は
廃
止
さ
れ
、
又
は
そ
の
全
部
若

し
く
は
一
部
が
改
正
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
乙
は
、
直
ち
に

そ
の
旨
を
甲
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
委
託
事
務
の
廃
止
に
伴
う
決
算
処
理
等
）

第
八
条

委
託
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
収
入
及
び
支
出
は
、

当
該
廃
止
の
日
を
も
っ
て
こ
れ
を
打
ち
切
り
、
乙
が
こ
れ
を
決
算

す
る
。

（
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の
細
目
）

第
九
条

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
の
管
理
及

び
執
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
甲
と
乙
と
が
協
議
し
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
約
は
、
令
和
五
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
六
十
四
号

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
四
十

八
条
第
六
項
第
四
号
に
規
定
す
る
講
習
会
と
し
て
、
次
の
と
お
り
登

録
し
た
の
で
、
食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百

二
十
九
号
）
第
三
十
四
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

講
習
会
の
実
施
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

公
益
社
団
法
人
日
本
食
品
衛
生
協
会

渋
谷
区
神
宮
前
二
丁
目
六
番
一
号

二

講
習
会
の
実
施
期
間

㈠

食
肉
製
品
関
係
科
目

令
和
五
年
二
月
十
五
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
一
日
ま
で

㈡

添
加
物
関
係
科
目

令
和
五
年
三
月
十
五
日
か
ら
同
年
九
月
二
日
ま
で

三

登
録
年
月
日

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日

告

示
（
海
区
漁
調
）

◉
東
京
漁
調
指
示
第
十
一
号

東
京
海
区
（
伊
豆
諸
島
海
域
に
限
る
。
）
に
お
け
る
い
か
釣
漁
業

（
あ
お
り
い
か
を
除
く
。
以
下
「
こ
の
漁
業
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
九
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

有

元

貴

文

（
禁
止
操
業
）

一

こ
の
漁
業
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
操
業
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

㈠

総
ト
ン
数
三
十
ト
ン
以
上
の
船
舶
を
使
用
す
る
操
業
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㈡

ア
ン
カ
ー
（
シ
ー
ア
ン
カ
ー
を
含
む
。
）
等
で
船
舶
（
船
外

機
船
を
除
く
。
）
を
固
定
し
て
行
う
操
業

㈢

敷
設
さ
れ
て
い
る
定
置
漁
具
か
ら
五
百
メ
ー
ト
ル
以
内
で
行

う
操
業

㈣

い
せ
え
び
刺
し
網
漁
業
又
は
た
か
べ
刺
し
網
漁
業
で
使
用
す

る
漁
具
及
び
こ
れ
ら
の
漁
業
の
操
業
船
舶
か
ら
五
百
メ
ー
ト
ル

以
内
で
行
う
操
業

㈤

各
地
先
共
同
漁
業
権
漁
場
内
に
お
け
る
操
業
。
た
だ
し
、
そ

の
漁
業
権
免
許
を
有
す
る
漁
業
協
同
組
合
か
ら
同
意
を
得
ら
れ

た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

㈥

電
球
の
総
設
備
容
量
が
、
七
千
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
集
魚
灯
を

使
用
す
る
操
業

㈦

令
和
五
年
九
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の

操
業
（
大
島
陸
岸
か
ら
三
海
里
以
内
の
海
域
に
お
け
る
総
ト
ン

数
五
ト
ン
未
満
の
船
舶
の
操
業
を
除
く
。
）

（
承
認
操
業
）

二

総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
三
十
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
使
用
し
て
こ

の
漁
業
を
操
業
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
と
お
り
、
船
舶
ご
と

に
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）

の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

承
認
の
対
象
者

ア

東
京
海
区
（
伊
豆
諸
島
海
域
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
前

年
度
に
こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
、
水
揚
げ
し
た
実
績
を
有

す
る
者
（
操
業
実
績
報
告
書
に
よ
り
確
認
で
き
る
者
）

イ

前
年
度
に
承
認
を
受
け
操
業
し
た
も
の
の
、
水
揚
げ
し
た

実
績
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
申
請
者
の
所
属
す
る

漁
業
協
同
組
合
及
び
住
所
の
所
在
地
の
都
県
の
水
産
主
務
課

長
に
よ
り
、
承
認
を
保
持
す
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
漁
業

秩
序
の
遵
守
及
び
漁
業
調
整
上
支
障
が
な
い
こ
と
の
意
見
書

を
提
出
し
、
委
員
会
が
特
に
認
め
た
者

ウ

前
年
度
の
承
認
実
績
は
な
い
も
の
の
、
平
成
二
十
年
度
以

降
に
こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
、
か
つ
、
水
揚
げ
し
た
実
績

を
操
業
実
績
報
告
書
に
よ
り
確
認
で
き
る
者

エ

資
源
の
保
護
培
養
及
び
漁
業
調
整
上
支
障
が
な
く
、
委
員

会
が
特
に
認
め
た
者

オ

試
験
研
究
機
関

㈡

承
認
隻
数

こ
の
漁
業
の
承
認
で
き
る
隻
数
の
最
高
限
度
は
三
百
十
五
隻

以
内
と
し
、
都
県
別
の
隻
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

東
京
都

百
八
十
隻

神
奈
川
県

十
三
隻

千
葉
県

二
十
一
隻

静
岡
県

八
十
三
隻

青
森
県

三
隻

高
知
県

四
隻

㈢

承
認
を
し
な
い
場
合

ア

申
請
者
以
外
の
者
が
、
実
質
上
当
該
漁
業
の
経
営
を
支
配

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

イ

漁
業
関
係
法
令
又
は
漁
業
秩
序
を
遵
守
す
る
精
神
を
著
し

く
欠
く
者
と
認
め
ら
れ
る
場
合

ウ

前
年
度
に
こ
の
承
認
の
規
定
に
違
反
し
た
と
認
め
ら
れ
る

場
合

エ

そ
の
他
委
員
会
が
漁
業
調
整
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
た
場

合

（
操
業
協
定
等
）

三

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
海
域
に
お
い
て
、
当

該
漁
業
者
と
の
間
又
は
他
種
漁
業
者
と
の
間
で
、
漁
場
競
合
若
し

く
は
操
業
上
の
紛
争
が
発
生
し
た
と
き
は
、
関
係
漁
業
者
と
の
間

で
操
業
協
定
書
を
締
結
す
る
等
、
ト
ラ
ブ
ル
回
避
に
つ
い
て
、
誠

意
あ
る
対
応
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

操
業
に
関
す
る
協
定
等
協
議
が
整
う
ま
で
の
間
は
、
競
合
又
は
紛

争
の
生
じ
な
い
漁
場
に
移
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

協
定
等
を
締
結
し
な
く
て
も
漁
業
秩
序
が
維
持
さ
れ
る
等
、
特
に

委
員
会
が
認
め
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
承
認
書
の
備
付
け
及
び
操
業
旗
章
の
掲
揚
）

四

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
の
際
、
使
用
す
る
船

舶
ご
と
に
、
委
員
会
が
交
付
し
た
承
認
書
を
所
持
す
る
と
と
も
に
、

委
員
会
が
別
に
定
め
る
操
業
旗
章
を
掲
揚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
認
の
取
消
し
）

五

次
の
事
項
に
該
当
す
る
と
き
は
、
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ

る
。

㈠

承
認
を
受
け
た
者
以
外
の
者
が
、
実
質
上
操
業
を
指
揮
し
て

い
る
と
き
。

㈡

承
認
を
受
け
た
者
が
、
こ
の
承
認
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

㈢

委
員
会
が
漁
業
調
整
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
。

（
操
業
実
績
報
告
書
の
提
出
義
務
）

六

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
船
舶
ご
と
に
、
令
和
五
年

十
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
操
業
実
績
報
告

書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
報
告
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
疑
義
が
あ
る

場
合
、
委
員
会
は
、
追
加
の
関
係
書
類
の
提
出
を
指
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
遵
守
事
項
）

七

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
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ほ
か
、
漁
業
調
整
上
委
員
会
が
必
要
と
認
め
、
指
示
し
、
又
は
指

導
し
た
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
そ
の
他
）

八

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
操
業
の
承
認
に
関
す
る
取

扱
い
に
つ
い
て
は
、
別
に
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
指
示
の
有
効
期
間
）

九

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
五
年
二
月
一
日
か
ら
令
和
六

年
一
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

公

告

管
理
処
分
計
画
の
変
更
の
縦
覧
に
つ
い
て

東
京
都
市
計
画
事
業
泉
岳
寺
駅
地
区
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業

の
管
理
処
分
計
画
を
変
更
す
る
た
め
、
都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十

四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
百
十
八
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
八
十
三
条
第
一
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
九
日

東
京
都
市
計
画
事
業
泉
岳
寺
駅
地
区
第
二
種
市
街
地
再

開
発
事
業

施
行
者

東
京
都

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

縦
覧
期
間

令
和
四
年
十
二
月
十
日
か
ら
同
月
二
十
三
日
ま
で

二

縦
覧
場
所

港
区
高
輪
二
丁
目
十
六
番
五
号
東
武
高
輪
第
二
ビ

ル
四
階

東
京
都
第
二
市
街
地
整
備
事
務
所
泉
岳
寺
駅
地
区

事
務
所

三

縦
覧
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

土
地
収
用
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
２１９号

）
第
４５条

の
２
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

令
和
４
年
１２月

９
日

東
京
都
収
用
委
員
会

会
長

松
尾

弘

１
起
業
者
の
名
称

東
京
都

２
事
業
の
種
類

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
幹
線
街
路
環
状
第
５

の
１
号
線

３
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、

地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

４
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

�����������������

別
記
の
と
お
り

５
土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏

名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

６
裁
決
手
続
開
始
決
定
年
月
日

令
和
４
年
１２月

１
日
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土
地
収
用
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
２１９号

）
第
４５条

の
２
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

令
和
４
年
１２月

９
日

東
京
都
収
用
委
員
会

会
長

松
尾

弘

１
起
業
者
の
名
称

東
京
都

２
事
業
の
種
類

町
田
都
市
計
画
道
路
事
業
３
・
３
・
５０号

小
山

宮
下
線

３
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、

地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

４
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

�����������������

別
記
の
と
お
り

５
土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏

名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

６
裁
決
手
続
開
始
決
定
年
月
日

令
和
４
年
１２月

１
日
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